
令和４年度
障害児通所支援事業所研修会

こどもの安全・安心対策支援事業
（バスの安全装置導入支援など）

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課



保育所等におけるバス送迎に当たっての
安全管理の徹底に関する関係府省会議

・バス送迎に当たっての安全管理に関する具体的な対策等を示すた
め、国において「保育所等におけるバス送迎に当たっての安全管理の
徹底に関する関係府省会議」が設置
・検討状況について、HPに資料が掲載されるため閲覧可能
【参考】

(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/anzen_kanri.html)

【参考】



国において示された

○所在確認や安全装置の装備の義務づけ

○障害児通所事業所向け補助事業（予定）

保育所等におけるバス送迎に当たっての
安全管理の徹底に関する関係府省会議

以上について、次ページから解説

















参考資料について
【参考資料1】サービス等利用計画と個別支援計画等について
【参考資料2】障害福祉サービス等情報公表制度について
【参考資料3】自己評価結果公表について
【参考資料4】事故等発生時の報告取扱要領について
【参考資料5】第三者評価について
【参考資料6】福祉事業所における事業継続計画（ＢＣＰ）策定について
【参考資料7】水防法・土砂災害防止法の改正について
【参考資料8】兵庫県医療的ケア児支援センターの開設について

※受講後は下記URLから受講確認票を必ず提出してください！（3/17〆）
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1634013593692


